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別紙１

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対

する御意見・御質問に対する警察庁及び共管各省庁の考え方について

１ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について

（公布日施行）

No． 意見・質問の概要 意見・質問に対する考え方

▼簡素な顧客管理を行うことが許容される取引について（新規則第４条第１項関係）

１ 受益者代理人の選任が法令上の要件 受益者代理人の選任が法令上の要

となっていないものの、契約により受 件となっていなくとも、他の要件を

益者代理人が選任され、かつ受益者代 満たすのであれば新規則４条第１項

理人が必要と判断した場合にのみ受益 第１号ロの対象となります。

権が行使されるものについては、本条

の対象となるか（第１号ロ関係）。

２ 事業者が事業の廃止等の場合に返還 新規則第４条第１項第１号柱書に

すべき金銭等の保全・分別管理が法令 おいて「法令の規定により」と規定

に規定されている限り、保全・分別管 しているところ、これに該当するか

理の具体的な方法として信託による方 どうかは、告示、通達等によっても

法が法令自体に明示的に規定されてい 判断され得るものです。御質問にあ

ないとしても、法令の委任を受けた告 ります信託については、いずれも簡

示に定められ、あるいは法令の定める 素な顧客管理を行うことが許容され

方法の解釈として信託による方法が含 る取引に該当すると考えられます。

まれることを示す通達・ガイドライン

等がある場合には、新規則第４条第１

項第１号柱書の「法令の規定により」

との要件を満たすという理解でよいか。

例えば、以下のものは、今回の改正に

より新たに簡素な顧客管理を行うこと

が許容されることとなるのか（第１号

ロ関係）。

① 投資型クラウドファンディング業

務を行う金融商品取引業者を委託者

とする投資家資金の分別管理信託（金

商法第２条第８項柱書・金商法施行

令第１条の８の６第１項第４号・金

商法定義府令第16条第１項第14号の

２ロの規定による信託）

② 有料老人ホームの設置者を委託者

とする入居者前払金の保全信託（老

人福祉法（昭和38年法律第133号）第
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29条第７項・同法施行規則（昭和38

年厚生省令第28号）第20条の10・「厚

生労働大臣が定める有料老人ホーム

の設置者等が講ずべき措置」（平成18

年厚生労働省告示第266号）第２号ハ

の規定による信託）

③ 国土交通省・厚生労働省関係高齢

者の住居の安定確保に関する法律施

行規則（平成23年厚生労働省・国土

交通省令第２号）第14条の国土交通

大臣及び厚生労働大臣が定める措置

（平成23年10月７日、厚生労働省・

国土交通省告示第３号）

④ ファンド持分等の私募の取扱い等

（投資型クラウドファンディング業

務を除く）を行う第二種金融商品取

引業者を委託者とする投資家資金の

分別管理信託（金商法第２条第８項

柱書・金商法施行令第１条の８の６

第１項第４号・金商法定義府令第16

条第１項第14号・金商法第42条の４

・金商業府令第132条第１項・第125

条第２号ハの規定による信託）

⑤ FX 取引以外の店頭金融先物取引を
行う金融商品取引業を委託者とする

投資家保証金の分別管理信託（金商

法第43条の３第１項・金商業府令第1

43条第１項第２号ロの規定による信

託）

３ 簡素な顧客管理が許容されるものと 旧規則第４条第１項第１号におい

して旧規則第４条第１項第１号に限定 て行われていた取引については、新

列挙されている各信託に係る取引は、 規則第４号第１項第１号により従来

いずれも改正後の同号の取引に該当し、 どおり簡素な顧客管理が許容される

改正後も引き続き簡素な顧客管理が許 取引となります。

容されるという理解でよいか（第１号

イ及びロ関係）。

４ 新規則第４条第１項第１号柱書括弧 そのとおりです。

書きにおいては、「ロに掲げる事項を目

的として行うものにあっては、受益権

（信託財産の交付を受ける権利に係る
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ものに限る。）が受益者代理人が必要と

判断した場合にのみ行使されるものに

限る」と定められている。かかる要件

に関して、当該「受益権」は、事業者

が設定した保全・分別管理信託に基づ

いて、当該事業者が金銭等の返還義務

を負う「相手方」が取得する、当該金

銭等相当額の信託財産の交付を受ける

受益権を意味するのであり、当該信託

に基づき事業者も一定の信託財産（保

全・分別管理の必要額を超過する金額

相当額の信託財産）の交付を受ける受

益権を保有するとしても、かかる事業

者が保有する受益権は、新規則第４条

第１項第１号柱書括弧書きに定める「受

益権」には含まれないとの理解でよい

か。簡素な顧客管理が許容されるもの

として旧規則第４条第１項第１号に限

定列挙されている顧客分別金信託等を

含めて、保全・分別管理信託では事業

者がそのような受益権を保有すること

が一般的であるため、そのような事業

者が保有する受益権の行使については

受益者代理人の判断による必要がない

ことを確認させていただきたい。（第１

号ロ関係）

５ 新規則第４条第１項第１号柱書括弧 そのとおりです。

書きにおいては、「ロに掲げる事項を目

的として行うものにあっては、受益権

（信託財産の交付を受ける権利に係る

ものに限る。）が受益者代理人が必要と

判断した場合にのみ行使されるものに

限る」と定められている。

かかる要件に関して、事業者が金銭

等の返還義務を負う「相手方」保護の

観点から、受益者代理人による速やか

な信託契約の解約がなされない場合（受

益者代理人による事業者の状況の把握

や信託契約の解約といった対応が遅れ

る場合）等において受託者も信託契約
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を解約し得る仕組みとするため、当該

事業者の事業廃止等の場合における信

託契約の解約権を（受益者代理人のみ

ならず）受託者にも付与しておき、当

該事業者の事業廃止等の場合において、

受託者による信託契約の解約後に、受

益者代理人が当該「相手方」のための

受益権の一括行使（受託者に対する当

該「相手方」に交付すべき信託財産の

金額等に関する通知）を行って初めて、

「相手方」が信託財産の交付を受ける

のであれば、受益権について「受益者

代理人が必要と判断した場合にのみ行

使される」との上記要件を満たすとの

理解でよいか。（第１号ロ関係）

６ スイフトを利用した令第７条第１項 スイフトを利用した令第７条第１

第１号ノ及びオに掲げる取引について 項第１号ソに掲げる取引に関しては

も、簡素な顧客管理を行うことが許容 簡素な顧客管理を行うことが許容さ

される取引として追加していただきた れる取引とすべき旨の要望を踏まえ

い（第９号関係）。 て検討した結果、今回、新規則第４

条第１項第９号を改正することとし

ているものです。御意見については、

利用実態等を踏まえつつ、今後検討

してまいります。

No． 意見・質問の概要 意見・質問に対する考え方

▼顧客等の本人特定事項の確認方法について（新規則第６条関係）

▼新規則第６条第１項第１号関係

７ 「特定事業者が提供するソフトウェ 当該ソフトウェアの性能等は、本

ア」に求められる性能等はどのような 人特定事項の確認のために必要な要

もので、何らかの限定はあるのか。そ 素を満たしていると合理的に認めら

れらについては法令には規定されてい れるものであることが求められます。

ないという理解でよいか（ホ、ヘ及び 例えば、他人へのなりすまし等の防

ト関係）。 止が特定事業者に求められるのは当

然であるところ、画像が加工されな

いことを確実に担保するため、ソフ

トウェアは画像の加工機能がないも

のでなければなりません。

必要な要素を性能等が満たして

いないと認められれば、特定事業

者が監督上の措置の対象となり得ま
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す。

８ 「特定事業者が提供するソフトウェ 特定事業者が提供するソフトウェ

ア」とは、特定事業者が提供するスマ アには、スマートフォン向けのアプ

ートフォン向けのアプリも含まれるの リケーションも含まれます。当該ソ

か。そうであるならば、許容される端 フトウェアを使用する端末について

末の範囲は、各社の個別専用端末、一 は、特定事業者が提供する専用端末、

般人が所有している携帯端末、自宅の 一般人が所有している携帯端末又は

ノートＰＣやデスクトップＰＣまで認 パーソナルコンピュータのいずれも

められるのか（ホ、ヘ及びト関係）。 認められます。

９ 「特定事業者が提供するソフトウェ 「特定事業者が提供するソフトウ

ア」には、システムベンダー、アプリ ェア」とは、顧客等の本人特定事項

開発業者等の第三者が開発したソフト の確認を行おうとする特定事業者の

ウェアのほか、他の特定事業者と共用 提供するソフトウェアをいいます。

されているソフトウェアや、特定事業 また、「特定事業者が提供するソフト

者の委託する事業者が提供しているソ ウェア」には、第三者が開発し特定

フトウェアも含まれるのか。 事業者に提供したソフトウェアや特

また、第三者が提供する機能やシス 定事業者と他の特定事業者とで共用

テム等を用いた場合でも、特定事業者 されているソフトウェアも含まれま

が最終責任を負うということでよいか す。

（ホ、ヘ及びト関係）。 当該ソフトウェアはあくまでも当

該特定事業者がその責任において提

供しなければならず、ソフトウェア

に問題があった場合には、特定事業

者が監督上の措置の対象となります。

10 「特定事業者が提供するソフトウェ 御質問のアプリケーションの詳細

ア」とは、ウェブアプリケーション、 が明らかではありませんが、本人確

クラウドアプリケーション等であって 認用画像情報の撮影及び送信が特定

も含まれるという理解でよいか（ホ、 事業者の提供するソフトウェアによ

ヘ及びト関係）。 って行われているのであれば、問題

ないと考えられます。

11 「特定事業者が提供するソフトウェ 御質問のケースの詳細は明らかで

ア」について、特定事業者の委託先や はありませんが、本人確認用画像情

第三者の開発ベンダーが提供するソフ 報の撮影及び送信が行われているの

トウェアをＷＥＢページやアプリに組 であれば、問題はないと考えられま

み込んで提供する場合でも、特定事業 す。

者が提供するものと認められるか（ホ、

ヘ及びト関係）。

12 「ソフトウェアを使用して、」と「本 いただいた御質問については、詳

人確認用画像情報」の間に、「電子情報 細が明らかではなく、確定的なこと

処理組織を使用する方法により」とい は回答いたしかねますが、特定事業
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う文言が入っていないことから、本人 者が提供するソフトウェアを使用し

確認用画像情報の送信に際しては、フ て撮影及び送信が行われる必要があ

ァクシミリ伝送その他の方法も許容さ るところ、ＦＡＸの利用は想定し難

れるという理解でよいか（ホ、ヘ及び いと考えております。

ト関係）。 また、現時点で想定されていない

技術の利用については、マネー・ロ

ーンダリング、テロ資金供与の防止

という法の趣旨に従って、許容され

るものかどうかを判断することとな

ると考えております。

13 「特定事業者が提供するソフトウェ ありません。また、特定事業者の

ア」について、政府機関が何らかのア 責任において提供されるべきもので

プリケーションを提供又は紹介する予 あるため、具体的なソフトウェアを

定はあるか（ホ、ヘ及びト関係）。 示すことは困難です。

14 「写真付き本人確認書類に貼り付け そのとおりです。

られた写真」とは、写真付き本人確認

書類（原本）に貼り付けられた写真を

意味するという理解でよいか（ホ関係）。

15 新規則第６条第１項第１号イにおい 写真付き本人確認書類については、

て「写真付き本人確認書類」という言 「同条第一号ハからホまでに掲げる

葉が定義されたが、第７条第４号の書 ものを除く」と規定しているところ、

類（外国人に係る本人確認書類）には 外国人の本人特定事項の確認におい

写真付きであることが規定されていな ても、写真の付いていない本人確認

いが、第１号から、ハからホに掲げる 書類の利用は認められません。

ものが除かれているので、第４号にお

いても同等の書類が除かれるという理

解でよいか。

16 画像の撮影者は顧客等又は代表者等 本人確認用画像情報は、顧客等又

本人に限定されるのか（ホ、ヘ及びト はその代表者等が特定事業者の提供

関係）。 するソフトウェアを使用して撮影し

たものに限ります。ただし、取引に

実質的な影響を与えることのない第

三者が、顧客等又はその代表者等の

指示の下、単にスマートフォン等の

撮影ボタンを押すだけの場合等は、

顧客等又はその代表者等自身が撮影

をしたものと評価できると考えられ

ます。

17 「本人確認用画像情報」のファイル 特定のファイルの形態を想定して

形態として、想定している特定のファ いるわけではありません。ただし、
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イル形態はあるのか。例えば、ＪＰＥ 本人特定事項の確認のために必要な

Ｇ、ＰＮＧ形式等の典型的な画像形式 要素を満たしていると合理的に認め

ファイルだけではなく、画像を含むＰ られるものであることが求められま

ＤＦファイルや画像をワードファイル す。そのため、本人特定事項の確認

やエクセルファイルに貼り付けられた に必要な情報が十分に判別できない

ものでも認められるか（ホ、ヘ及びト ものや、本人確認書類の真正性の判

関係）。 別が困難なものは認められません。

例えば、容貌や本人確認書類の撮影

内容が十分に判別できないような小

さなものは認められません。

18 「画像情報」は、条文記載の「特徴」 白黒画像はカラー画像に比べて本

を確認できるのであれば、白黒のもの 人特定事項の確認のために得られる

や解像度の荒いものでも許容されると 情報量が少なく、本人特定事項の確

いう理解で良いか（ホ、ヘ及びト関係）。 認に支障が生じることから、認めら

れません。

また、解像度についても、本人特

定事項の確認に支障が生じる場合は

認められません。

19 本人確認用画像情報は、静止画像で 本人確認用画像情報は、静止画に

もビデオ通話のような動画でもよいの 限らず動画も認められます。動画の

か。動画でもよいとすれば、動画の撮 場合には、撮影時間及び音声の制限

影時間、音声等に基準はあるのか（ホ、 はありません。

ヘ及びト関係）。 また、本人確認用画像情報は静止

画であるか動画であるかにかかわら

ず、本人特定事項の確認時に撮影さ

れたものである必要があることから、

あらかじめ撮影された録画ファイル

は認められません。

20 本人確認用画像情報として動画の送 本人確認用画像情報として動画の

信を受けた場合、新規則第19条第１項 送信を受けた場合、新規則第19条第

第２号により確認記録に添付するもの １号第２号により確認記録に添付す

は、当該動画の全て、当該動画の一部、 るものが当該動画の全てである必要

当該動画から切り取った静止画のいず はなく、当該動画から切り取った一

れかを保存することでよいのか。また、 部の動画や静止画で足ります。本人

動画又は静止画のそれぞれの場合につ 確認用画像情報としての要件を満た

いて、要件はあるのか（ホ、ヘ及びト すものであることが必要です。

関係）。

21 新規則第６条第１項第１号ホにおい 「特定事業者が提供するソフトウ

て、「特定事業者が提供するソフトウェ ェア」とは、顧客等の本人特定事項

ア」を使用して行わせる撮影及び送信 の確認を行おうとする特定事業者の
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は、特定事業者が顧客等との間で行う 提供するソフトウェアであり、撮影

特定取引に際して行われるものでなけ も送信も本人特定事項の確認時に行

ればならないのか。本人確認のための われるものに限られます。あらかじ

専用ソフトウェアで撮影し、加工不可 め撮影された場合には加工されるお

能なことが担保された画像であれば、 それが高まるほか、本人特定事項の

事前に撮影した画像を送信することと 確認の時点における顧客等の実在性

しても問題ないのではないか。 の確認等の観点からも支障があると

考えられます。

22 本人確認用画像情報の撮影から送信 撮影後に手続を一時中断して送信

までの時間について、法文上「直ちに」 すると、画像を加工されるおそれが

や「速やかに」といった文言がないが、 高まるほか、本人特定事項の確認の

送信直前に撮影されたものでなくても、 時点における顧客等の実在性の確認

送信前の一定期間内に撮影して保存し 等の観点からも支障があると考えら

てあったデータなら許容されるのか れます。特定事業者は、送信を受け

（ホ、ヘ及びト関係）。 る画像が当該特定事業者の提供する

例えば、本人確認用画像情報の撮影 ソフトウェアを使用して撮影をさせ

後、その送信前にいったん手続きが中 たものであることを担保するため、

断された場合、手続きの再開後に当該 撮影させた画像を加工可能な状態に

本人確認用画像情報を送信することは 置くことなく送信させることが求め

許容されるのか、それとも新たに撮影 られます。そのため、撮影後直ちに

させる必要があるのか。なお、ソフト 送信させることが求められます。

ウェア上で編集が不可能なものであれ

ば、再度の撮影は不要と思われる。

23 「当該顧客等の容貌」を撮影するソ 「当該顧客等の容貌」を撮影する

フトウェアと、「写真付き本人確認書類 ソフトウェアと、「写真付き本人確認

の画像」を撮影するソフトウェアを別 書類の画像」を撮影するソフトウェ

のソフトウェアとすることも認められ アは同じものを想定しております。

るという理解でよいか（いずれのソフ なお、撮影と送信はいずれも特定取

トウェアも特定事業者が提供）（ホ関 引を行うに際して同時期に行われる

係）。 ものであるところ、「当該顧客等の容

貌」を撮影するソフトウェアと、「写

真付き本人確認書類の画像」を撮影

するソフトウェアがそれぞれ別個の

ソフトウェアとして独立して取り扱

うことが可能であったとしても、両

ソフトウェアの連携により撮影が連

動して行われるのであれば、全体と

して一つのソフトウェアと位置付け

られることもあると考えております。

24 新規則第６条第１項第１号ホにおけ 特定取引を行うに際して、容貌と
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る「顧客の容貌の画像情報」について、 本人確認書類に係る本人確認用画像

他人を騙して画像情報を撮影するとい 情報が同時期に撮影される必要があ

う手口を防ぐことはできるか。 るところ、他人を騙してその容貌と

本人確認書類の両方を撮影すること

は容易ではないことから、不正の抑

止が図られると考えております。

25 新規則第６条第１項第１号ホの方法 御質問にあります容貌によって、

を用いて取引時確認をした顧客につい 顧客等が確認記録に記録されている

て、２回目以降の取引において、既に 顧客等と同一であることが示される

取引時確認を行っていることを確認す のであれば、規則第16条第１項第２

るに当たり、ＩＤ・パスワードではな 号として利用することは可能です。

く、その「容貌」が取引時確認の確認

記録として保存されている「容貌」と

同一であることを確認することとした

場合、規則第16条に該当することとな

るか。

26 顧客等の容貌の画像情報は、写真付 他人や架空の人物へのなりすまし

き本人確認書類の写真と同等の上半身 による不正を防止し、的確な本人特

又は首から上の顔の画像であれば足り 定事項の確認を行うため、容貌に係

るのか。眼鏡、マスク等が認められな る本人確認用画像情報を必要として

いといった要件はあるか（ホ及びヘ関 おり、御質問のような画像で足りる

係）。 と考えております。眼鏡、マスク等

を着用していることをもって本人確

認用画像情報として認められないわ

けではありませんが、的確な本人特

定事項の確認が可能なものと合理的

に認められるものである必要があり

ます。

27 本人確認書類の読み取りを行うため 「厚みその他の特徴」は外形、構

に使用する専用機器が、厚み、字体、 造、機能等の特徴から本人確認書類

記号番号等の特徴を確認し、又はＩＣ の真正性の確認を行うものです。御

チップに格納された識別符号を確認す 質問の機器の詳細が明らかではあり

ることで当該本人確認書類の真贋判定 ませんが、撮影された本人確認書類

をした上で、本人確認書類の画像を撮 と「厚み」を確認した当該本人確認

影するのであれば、本人確認用画像情 書類とが同一のものであることを保

報に「厚みその他の特徴」が含まれな 証する機能を有し、それが検証でき

くても問題ないか（ホ、ヘ及びト関係）。 ることを担保する措置が講じられて

いるのであれば、必ずしも「厚みそ

の他の特徴」が画像として撮影され

ていなくとも、許容されると考えら
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れます。

また、特徴として厚みを確認する

ことができる部分を撮影させる場合、

本人確認書類を斜めに傾けて、当該

本人確認書類の記載の全部又は一部

が写るようにして撮影させるなど、

当該本人確認書類の厚みであること

が分かるようにする必要があります。

28 ホ及びヘ柱書で、「厚み」の確認につ 必ずしも御質問のように「何ミリ」

いては、何ミリかなどの正確な計測を などの計測をしなければならないわ

することまでは不要であり、どのよう けではありませんが、本人確認書類

な基準で真正な本人確認書類と判断す の真正性の確認のために合理的に必

るかは、特定事業者の合理的な判断に 要と認められる程度の確認であるこ

よるという理解でよいか（ホ及びト関 とが求められ、特定事業者が責任を

係）。 持って確認する必要があります。

29 「その他の特徴」として、「厚み」以 例えば、カード型又は冊子型いずれ

外に具体的に想定しているものは何か。 の本人確認書類についても、それが

運転免許証や冊子型のパスポートとい 光を当てた場合にのみ表面に模様等

った代表的な本人確認書類について、 が浮かび上がる本人確認書類であれ

例示していただきたい（ホ及びト関係）。 ば、当該模様等が厚み以外の「その

他の特徴」に該当すると考えられま

す。

各本人確認書類ごとに固有の「そ

の他の特徴」を想定しているわけで

はありませんが、少なくとも厚みを

確認することができるのであれば、

厚みに加えてそれ以外の「その他の

特徴」を撮影しなければならないわ

けではありません。

30 運転免許証など、変更事項が裏面に 免許証等については、裏面に変更

記載される書類の場合で、裏面が空白 後の住居が記載されることから、当

の場合は、裏面の画像情報を撮影・取 該記載の有無及び記載がある場合は

得する必要はないという理解でよいか。 変更後の住居を確認するため、裏面

あるいは、「その他の特徴」としては裏 の撮影も必要となると考えられます。

面を想定しているのか（ホ及びト関係）。 また、「その他の特徴」については、

上記２８をご参照ください。

31 本人確認書類の厚み「その他の特徴 問題ありません。

を確認することができるもの」とある

が、本人確認書類の類型により、例え

ばマイナンバーカードに個人番号が記
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載されている裏面や、旅券の空白頁な

ど、取得することが必ずしも適当では

ない画像や、必ずしも取得する必要が

ない画像があると考えられるが、本人

確認書類の類型ごとに要求する画像を

変更することに問題はないか（ホ及び

ト関係）。

32 「本人特定事項」と「厚みその他の 同時に撮影させた結果、例えば、

特徴」を同時に撮影させる場合の基準 本人確認書類の本人特定事項の記載

をどのように定めればよいか（ホ及び 内容が十分に判別できないような場

ト関係）。 合には、たとえ「厚みその他の特徴」

を確認することができるものとして

認められたとしても、別途、本人特

定事項を確認することができるもの

を撮影させる必要があります。

33 「厚みその他の特徴」について、ク 御質問の機能の詳細が明らかでは

ライアント側端末に顔認証機能等を組 ありませんが、特定事業者が提供す

み入れたアプリケーションを提供し、 るソフトウェアを使用して顧客等に

一連の動作の中で、顧客が条件を満た 撮影及び送信をさせている場合は、

した瞬間の画像を切り出し特定事業者 問題はないと考えられます。

側に送信を行うことも認められるとい

う理解でよいか（ホ及びト関係）。

34 本人確認書類の真正性の確認は、サ 認められません。

ンプルチェックでも認められるか（ホ、

ヘ及びト関係）。

35 「厚みその他の特徴」の確認による 新規則第６条第１項第１号ホ、へ

本人確認書類の真正性の確認は、機械 及びトについては、本人確認書類が

で行う方が精度高く行える場合でも目 真正なものであることの確認は、目

視の確認が必要なのか。 視によるものに限らず、専ら機械（十

また、顧客等の容貌と写真付き本人 分な性能を有しているものに限りま

確認書類の写真との照合を専ら機械に す。）を利用して行うことも許容され

より行う場合、当該機械が有すべき性 ます。ただし、新規則第６条第１項

能についての基準はいかなるものか 第１号ホ及びトについては、現在の

（ホ、ヘ及びト関係）。 技術ではそのような性能を満たさな

いことから、現在の技術を前提とす

れば目視による確認が必要と考えら

れます。

一方、新規則第６条第１項第１号

ホ及びヘについては、本人確認時に

撮影された顧客の容貌の画像と、本
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人確認書類に貼り付けられた写真の

画像又はＩＣチップ情報の写真の画

像が同一人物のものであることの確

認は、目視によるものに限らず、専

ら機械（十分な性能を有しているも

のに限ります。）を利用して行うこと

も許容されます。

36 顧客の顔写真と写真付き本人確認書 特定事業者が責任を持って確認を

類の写真とが同一人物のものであるか するほか、当該確認が的確に行われ

否かについて、基準にのっとった第三 ない場合には監督官庁による指導等

者による監査等がないという問題を解 が行われるものと考えております。

決すべきである（ホ及びヘ関係）。

37 新たな本人確認の方法では、本人確 そのとおりです。

認書類を画像情報として受領し、ＯＣ

Ｒで読み込むなどの方法により、本人

特定事項を機械的に認識することが可

能となるが、別途改めて顧客から本人

特定事項を申告させることは法的な要

件ではないという理解でよいか（ホ、

ヘ及びト関係）。

38 本人確認書類の真正性の確認は、取 本人確認用画像情報の送信を受け

引の性質に応じて合理的な期間内に行 ると同時にその内容を確認しなけれ

われればよく、それができない場合に ばならないわけではありませんが、

は犯収法第５条の免責規定によって取 特定取引を行うに際して確認された

引を中断するのであり、顔写真の照合 と合理的に認められる期間内に確認

と同時に行われなかったり、銀行口座 を行う必要があります。

開設後に行われたからといって、問題 なお、銀行口座開設後に本人確認

はないという理解でよいか（ホ、ヘ及 書類の真正性の確認ができなかった

びト関係）。 場合には、特定事業者の責任となる

可能性があると考えられます。

39 特定事業者より委託を受けて、ＡＴ 従来から、本人特定事項の確認業

Ｍ等を介して特定事業者と顧客等の容 務の委託については、あくまで、委

貌の画像情報や本人確認書類情報の授 託した特定事業者の責任において受

受の仲介を実施することや本人確認用 託者により確実に行われるのであれ

画像情報の確認をすることは可能か。 ば可能と考えられており、このこと

その場合、本人確認用画像情報の保存 に変更はありません。

は特定事業者と仲介事業者のどちらで また、本人確認用画像情報の保存

実施するのか。今回新たな本人確認方 を受託者が行うことも認められます

法が創設され、また今後、ＡＩを利用 が、委託した特定事業者が、自社の

した本人確認サービスが登場すること 営業所で保存している場合と同様に、
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も予想されるところ、委託者と受託者 必要に応じて直ちに確認記録を検索

の責任関係を教えていただきたい（ホ、 できる状態を確保しておく必要があ

ヘ及びト関係）。 ります。そして、当該措置が的確に

行われない場合には、当該特定事業

者が監督上の措置の対象となります。

40 特定事業者が取得した顧客等の情報 特定事業者においては、個人情報

の取扱い方等に関する記述が必要では を含む顧客等の情報を取り扱うにあ

ないか（ホ、ヘ及びト関係）。 たり、関係法令を遵守する必要があ

ります。

41 金融機関等による顧客等の本人確認 新規則第６条第１項第１号ホは、

等及び預金口座等の不正な利用の防止 自動契約受付機コーナーを前提とし

に関する法律（平成14年法律第32号） ない確認方法です。

の時代の平成14年７月23日のパブリッ

クコメントにおいて、金融庁により、

自動契約受付機コーナーにおける取引

は「対面取引」と扱ってよいとの見解

が示されていたが、今回の規則改正後

も上記見解は維持されるのか。それと

も、新規則第６条第１項第１号ホとし

て位置付けられることとなるのか（ホ

関係）。

42 具体的にどのような本人確認書類を 氏名、住居、生年月日及び写真の

想定しているのか、一覧を示していた 情報が記録された半導体集積回路が

だきたい。運転免許証やマイナンバー 組み込まれている写真付き本人確認

カードのほか、パスポートも該当する 書類が該当します。網羅的な一覧を

のか（ヘ及びト関係）。 お示しすることは困難ですが、現時

点では、例えば運転免許証、在留カ

ード、マイナンバーカードが想定さ

れます。

なお、住居の情報が記録されてい

ないパスポートについては、認めら

れません。

43 公的個人認証を利用しない場合でも、 そのとおりです。ただし、ＩＣチ

ＩＣチップの券面事項部分が、新規則 ップ情報は真正なものが送信されな

第６条第１項第１号ヘ等に規定する「半 ければならないことは勿論であり、

導体集積回路に記録された当該情報」 特定事業者には真正なものであるこ

として本人特定事項の確認に利用でき との確認が求められます。具体的に

るということか（ヘ及びト関係）。 は、秘密鍵で暗号化されている当該

ＩＣチップ情報に係る事項の送信を

受け、これを公開鍵で復号すること
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によって真正なものであることを確

かめることが考えられます。

44 ＩＣチップに記録された情報の送信 秘密鍵・公開鍵を用いることでＩ

を受ける場合には、本人確認書類の真 Ｃチップに記録された情報の内容が

正性の確認のための目視確認を行わな 真正なものであることを目視によら

いとすることは可能か（ヘ及びト関係）。 ずに確認することも可能と考えられ

ます。

45 新規則第６条第１項第１号ヘにおい 新規則第６条第１項第１号ヘにお

ては、半導体集積回路に記録された情 いては、半導体集積回路に記録され

報の送信を受けるにあたって、同号ト た情報の改ざんは困難であることか

とは異なり、「特定事業者が提供するソ ら、当該半導体集積回路に記載され

フトウェア」で読み取ることが求めら た情報を特定事業者が提供するソフ

れていないという理解でよいか。また、 トウェアを使用して読み取りをさせ

そうであるとすれば、その理由は何か。 るものに限定しておらず、読み取り

端末についての制限もありません。

46 ＩＣチップから情報を正しく抽出す 必要な情報については、パブリッ

るには、本人確認書類に付与されたデ クコメントへの考え方として今回お

ジタル署名の検証、本人によるＰＩＮ 示しさせていただいたところですが、

入力及び当該本人確認書類の有効性確 引き続き新規則の内容についてわか

認が必要になると思うが、これらに関 りやすい周知に努めてまいりたいと

し特定事業者が実装を行うための要件 考えております。

又は関連情報参照先を記述しておくこ

とが必要ではないか（ヘ及びト関係）。

47 本人確認書類ごとにＩＣチップ読み 本人特定事項の確認方法としては、

取りのためのパスワード入力の要否が 半導体集積回路の読み取りの際にパ

異なることは回避していただきたい。 スワードが必要かどうかを問題とし

パスワードが必要な場合には、顧客等 ておりません。パスワードに関する

がパスワードを失念していた場合には 個別の本人確認書類の仕様に係る御

問題が生じるので、ＩＣチップの読み 要望等については、関係行政機関に

取りにパスワードは不要となるよう仕 お問い合わせください。

様変更していただきたい（ヘ及びト関

係）。

48 ＩＣ免許証の場合、本人特定事項デ 個人情報保護法上、特定事業者は、

ータと顔写真データは別領域に格納さ 個人データを取り扱う際に利用目的

れており、かつ顔写真データと共に本 を本人に通知又は公表し、その範囲

籍地データも格納されていることから、 で適切に利用するとともに、当該個

仮に特定事業者が提供するソフトウェ 人データを利用する必要がなくなっ

アでＩＣ免許証のデータを読み取る場 た場合は遅滞なく消去する努力義務

合は、当該特定事業者側にて何らかの があるところ、これに従って適切に

措置を施すという理解でよいか。（例： 対応していただく必要があると考え



15

顔写真と本籍地データの送信を受け、 ております。

本籍地データのみ直ちに削除するシス

テムを構築する）

なお、何らかの措置を施すという体

制整備を整えた上であれば、意図せず

に行われた本籍地情報の受信行為自体

には特段の問題は発生しないという理

解であるが、認識に相違はないか（ヘ

及びト関係）。

49 「特定事業者が提供するソフトウェ 特定事業者は、本人特定事項の確

ア」をいかに開発しても、事前に撮影 認時に、容貌や本人確認書類の実物

した画像を使用するなどの不正を全て を撮影させてその送信を受ける必要

防止することは困難である。この点に があることから、容貌や本人確認書

ついて、何らかの不正防止策を行う必 類の実物を事前に撮影した写真を撮

要があると考えられるが、かかる不正 影させてその画像の送信を受けるこ

防止策については特定事業者において とは認められません。

合理的な方法を検討の上実施するとい 特定事業者は、この点を確認でき

うことで問題ないか（ホ、ヘ及びト関 るようにする必要があります。その

係）。 具体的な方法は特定事業者が判断す

例えば、何らかの数字を記載した紙 ることとなりますが、例えば、本人

と一緒に撮影させることや、ランダム 特定事項の確認時にランダムな数字

に指示される事項（例えば、本人確認 等を顧客等に示し、一定時間内に顧

書類の右端に人差し指を重ねることや、 客等に当該数字等を記した紙と一緒

容貌の撮影の際に一定の姿勢を取らせ に容貌や本人確認書類を撮影させて

ること）を顧客に行わせ、これととも 直ちに送信を受けることなどが考え

に撮影するといったことが考えられる られます。

が、これらを適切に実施すれば法令上 ＩＤセルフィーについては、容貌

問題ないと考えてよいか。 と本人確認書類を一緒に撮影させる

また、ＩＤセルフィー（容貌と本人 ことは認められますが、当該撮影に

確認書類を同時に撮影する方法）によ 係る画像が、本人確認書類に記載さ

り本人確認を行う場合、当該撮影に際 れている氏名、住居及び生年月日並

して上述したような不正防止策を講じ びに当該本人確認書類の厚みその他

ていれば、１枚の写真で、容貌と本人 の特徴が適切に確認できるなど、規

確認書類の両者について、本人特定事 則上の要件を満たす必要があります。

項の確認時に撮影されたものであるこ １枚の写真により当該要件を満た

とを確認したと認められるか。 すのであれば、その撮影の際に上記

のランダムなポーズをとらせるなど

の対策をとることにより、容貌に係

る本人確認用画像情報と本人確認書

類に係る本人確認用画像情報の両者
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について、本人特定事項の確認時に

実物が撮影されたものであることが

確認できると考えられます。

50 事前に撮影した画像や写真を撮影し 御質問にあります確認については、

た画像でないことの確認について、そ 結果の保存が義務付けられているわ

の確認結果はどのように保存するべき けではありません。

か。例えば、本人確認時に発行したラ

ンダムな数字等とセットで保存する必

要はあるか（ホ、ヘ及びト関係）。

51 ホ、ヘ及びトで、「特定事業者が提供 例えば、ランダムな数字等を顧客

するソフトウェアを使用して撮影させ 等に示し、当該数字等を記した紙と

た」について、ソフトウェア撮影時の 一緒に撮影させて直ちに送信を受け

待ち時間について制約はあるか（ホ、 ることとする場合、当該数字等が表

ヘ及びト関係）。 示されてから撮影までの間に、なり

すましの写真等を準備されるおそれ

があるため、一定時間が経過しても

撮影がなされないときは、あらため

て別のランダムな数字等を示すこと

が必要と考えられます。

52 新規則第６条第１項第１号トにおけ 本人確認用画像情報については、

る「一を限り発行又は発給されたもの」 運転免許証、マイナンバーカード、

とは、具体的にはどのような書類を想 国民健康保険の被保険者証等が想定

定しているのか。同号イの「一を限り されます。

発行又は発給されたもの」と意味は同 半導体集積回路が搭載されている

じか。また、半導体集積回路が搭載さ 本人確認書類については、運転免許

れている本人確認書類のうち、氏名、 証、マイナンバーカード、住基カー

住居及び生年月日の情報が記録されて ド、在留カード等が想定されます。

いれば、社員証・学生証・クレジット これらについては、公的機関により

カード等の民間が発行する身分証明書 発行され、かつ、被証明者にのみ発

でも足りるのか。 行される身分証明書としての性質を

有する書類が想定されているところ、

御指摘の身分証明書は民間により発

行されるものであるため、認められ

ません。

なお、「一を限り発行又は発給され

たもの」という言葉の意味は、新規

則第６条第１項第１号イと同じです。

53 新規則第６条第１項第１号トは、規 そのとおりです。

則第１３条第１項第１号や第２号とは

異なり、確認可能な取引の種類に制限
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がないという理解でよいか。

54 新規則第６条第１項第１号トにおい 新規則第６条第１項第１号トにお

て写真付き本人確認書類が利用されな いては、利用できる本人確認書類を

い場合、顔照合による顧客等の同一性 限定することなどにより、確認の水

が確認できないために、通帳又はキャ 準を確保することとしております。

ッシュカードを不正に取得した者が複

数の口座を不正に開設できるリスクが

高まるが、この確認方法が許容される

理由は何か。

55 「取引の相手方が次の(１)又は(２) 特定事業者は、他の特定事業者の

に規定する氏名、住居及び生年月日の 確認記録に関する確認、振込先口座

確認に係る顧客になりすましている疑 の名義人の確認等をする中で、顧客

いがある取引又は当該確認が行われた 等になりすまし等の疑いがあること

際に氏名、住居及び生年月日を偽って を把握することも予想されるところ、

いた疑いがある顧客等」について、他 そのような場合には、新規則第６条

の特定事業者から当該顧客等がそのよ 第１項第１号トによる確認が認めら

うな顧客等でないことを回答させる必 れません。他方、他の特定事業者が

要があるのか（ト関係）。 当該顧客等のなりすまし等の疑いの

有無を確認することまでを求めるも

のではありません。

56 他の特定事業者が、特定事業者から 他の特定事業者がなりすまし等の

なりすましの疑いについて情報提供す 疑いがあることを特定事業者に連絡

る場合、疑わしい取引の届出をしたこ したからといって、基本的には法違

との漏洩を禁じた法第８条第３項や、 反になるものではありません。また、

個人データの第三者提供を制限した個 個人情報保護法との関係については、

人情報保護法第23条との関係でプライ なりすまし等の疑いがあった場合に

バシー上の問題は生じないのか（ト関 は、個人情報保護法上の「個人デー

係）。 タ」に該当する情報を特定事業者に

情報提供することがあることをあら

かじめ契約約款に盛り込むなどによ

り、他の特定事業者は適法に対応す

ることが可能と考えております。

57 「なりすましている疑い」及び「偽 そのような判断は、特定事業者が

っていた疑い」について、本人確認は 業務の過程で把握した情報等を総合

性悪説に基づいて行うため、「疑い」は 的に考慮して行う必要があると考え

全てのケースに存在するという理解で られます。

よいか。 また、新規則第６条第１項第１号

また、「疑いはあったが解消された」 トによる本人特定事項の確認時にな

ような場合、本規則において「疑いが りすまし等の疑いがなくなっている

ある場合」に該当するか（ト関係）。 のであれば、この規定による確認は
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認められます。

58 特定事業者は、他の特定事業者との 新規則第６条第１項第１号ト(１)

間で本人確認の方法について契約を締 では、御質問のような契約を求めて

結する必要があるのか（ト（１）関係）。 おりませんが、特定事業者と他の特

定事業者との間で何らかの契約等が

なされることが一般的であるものと

想定しております。

59 新規則第６条第１項第１号ト(１)で 条文に規定される要件を満たす方

は、銀行やクレジットカード会社との 法であれば問題ありません。

間で連携する情報は、ＡＰＩの活用が

考えられるが、それ以外の方法でも情

報の連携方法については問わないとい

う理解でよいか。

60 銀行法（昭和56年法律第59号）との 特定事業者が「電子決済等代行業

関連において、「特定事業者」が「他の に登録済」であることまでを求める

特定事業者」に対し、ＡＰＩを利用し ものではありません。

て「契約締結済み顧客かどうかの照会」

を実施する行為は、「他の特定事業者」

が銀行の場合、「特定事業者」が「電子

決済等代行業に登録済」であることが

必要か。

また、「他の特定事業者」がクレジッ

トカード会社の場合、「特定事業者」が

「電子決済等代行業に登録済」である

ことが必要か（ト（１）関係）。

61 他の特定事業者が預金又は貯金の受 法第２条第２項第１号から15号及

入れを内容とする契約の締結又はクレ び第39号に規定される特定事業者で

ジットカード契約の締結を行った際に す。

顧客等の本人特定事項の確認を行い、

その記録を保存し、かつ、当該顧客等

が当該記録に記録されている顧客等と

同一であることを確認していることを

確認することとあるが、この「他の特

定事業者」は銀行かクレジットカード

会社だけか（ト（１）関係）。

62 「他の特定事業者」による取引を令 「他の特定事業者」は、規則第13

第７条第１項第１号イに掲げる取引又 条に規定する方法において、その行

は同項第３号に定める取引に限定すべ う取引時確認及び継続的な顧客管理

きではない。他の特定事業者として、 に一定の信頼性・正確性が認められ

証券会社、資金移動業者、保険会社等 ていることから、それらに限り新規



19

の特定事業者のほか、さらに特定事業 則第６条第１項第１号トにおける他

者以外であっても、携帯電話会社や貸 の特定事業者による取引の対象とし

金業者が利用する指定信用情報機関も ております。

認めていただきたい（ト（１）関係）。

63 他の特定事業者が受入契約を締結し 新規則第６条第１項第１号ト(１)

た預貯金が、本確認方法を適用しよう が「他の特定事業者」による確認を

としたときに以下の状態となっている 根拠とする本人確認方法を認めてい

場合、本確認方法による確認は認めら るのは、顧客等との間に継続的な取

れるか（ト（１）関係）。 引関係が構築されていることを前提

○ 当該受入契約が、名義人からの申 としたものです。したがって、他の

出や預金規定抵触等に基づき解約され 特定事業者に開設されている預貯金

ているが、当該他の特定事業者にて本 口座が解約されているなど、他の特

人特定事項の確認記録が保存されてい 定事業者と顧客等との間の継続的な

る場合 取引関係が認められない場合に、新

○ 当該受入契約に係る債権が、「犯罪 規則第６条第１項第１号ト(１)の方

利用預金口座等に係る資金による被害 法を利用することは認められません。

回復分配金の支払等に関する法律（平

成19年法律第133号）」第７条により消

滅しているが、当該他の特定事業者に

て本人特定事項の確認記録が保存され

ている場合

○ 当該受入契約に係る債権が、「民間

公益活動を促進するための休眠預金等

に係る資金の活用に関する法律（平成2

8年法律第101号）」第７条第１項により

消滅しているが、当該他の特定事業者

にて本人特定事項の確認記録が保存さ

れている場合

64 新規則第６条第１項第１号ト(１)で そのとおりです。

は、規則第13条第１項第２号と異なり、

二重の依拠を不可とする記載は見当た

らないが、クレジットカード会社が依

拠の方法を用いていたとしても、クレ

ジットカード会社が氏名、住居及び生

年月日の確認を行っていれば、新規則

第６条第１項第１号ト(１)の「他の特

定事業者」となることができるという

理解でよいか。

65 「他の特定事業者」には、海外所在 日本に本店がある金融機関等の海

の銀行等（例：邦銀の海外拠点、外国 外支店や海外に本店のある金融機関
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銀行在日支店が所属する外国銀行グル 等の在日支店であれば、「他の特定事

ープの海外拠点）は含まれないのか。 業者」に含まれ、当該金融機関等に

また、「当該顧客等の預金又は貯金口 開設された口座も含まれます。しか

座」には、海外所在の銀行等（例：邦 し、海外に本店のある金融機関等の

銀の海外拠点、外国銀行在日支店が所 海外支店は、「他の特定事業者」に含

属する外国銀行グループの海外拠点） まれないため、当該金融機関等に開

に開設された口座は含まれないのか（ト 設された口座も含まれません。

関係）。

66 他の特定事業者が、特定事業者の行 他の特定事業者に何ら義務が課せ

う新規則第６条第１項第１号ト(１)又 られるものではありません。他の特

は（２）に応じることは、義務又は努 定事業者が対応する場合、それが合

力義務なのか。また、応じる場合にそ 理的な期間内に完了しなければ本人

の時期がいつになるかは、他の特定事 特定事項の確認として認められませ

業者の判断に委ねられているのであっ ん。

て、合理的な期間内に行われればよい

のか。

67 規則第13条第１項第１号及び同項第 第13条第１項第１号及び同項第２

２号では、「この方法を用いようとする 号では、特定事業者自身が本人確認

特定事業者と当該他の特定事業者が、 書類を取得して本人特定事項の確認

あらかじめ、この方法を用いることに を行わないことから、他の特定事業

ついて合意をしている場合に限る」と 者により本人特定事項の確認事務が

の要件が課されているが、新規則第６ 確実に行われることを担保するため

条第１項第１号ト（特に(１)）におい に、本方法を採用することについて

て同要件が課されていないのは、いか 他の特定事業者とあらかじめ合意す

なる理由によるものか。 ることを要件としています。

一方で、新規則第６条第１項第１

号ト（１）においては、飽くまで特

定事業者自身が、顧客等から送信を

受けた本人確認用画像情報等の確認

を行い、追加的な措置として他の特

定事業者が行った確認結果を参照す

るものであることから、あらかじめ

の合意については規定しておりませ

ん。

また、同号ト（２）については、

追加的措置として、特定事業者が、

顧客等が他の特定事業者で開設して

いる預貯金口座に少額を振り込み、

その事実を確認することを追加的な

措置とするものであり、他の特定事
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業者との間での合意は不要です。

68 新規則第６条第１項第１号ト(１)の 問題ありません。なお、既に本人

方法を用いて顧客の確認を行ったが、 特定事項の確認をしていた場合でも、

後日、特定事業者において、当該顧客 顧客等に当該確認に係る事項を偽っ

について改めて確認の必要が生じた場 ていた疑いが生じた場合においては、

合、銀行やクレジットカード会社に当 改めて取引時確認を行う必要があり、

該顧客の情報を確認するのではなく、 顧客等がこれに応じないときは、特

特定事業者が当該顧客から再徴収等を 定事業者は当該取引に係る義務の履

行って、別途の本人確認書類や情報を 行を拒むことができます。

確認する方法をとることは問題がない

か。

69 「他の特定事業者」が「記録されて 他の特定事業者が特定事業者から

いる顧客等と同一であることを確認し 手数料等の対価を得ることについて、

ていることを確認」する際に、依頼元 犯罪収益移転防止法上は規制をして

である「特定事業者」又は顧客等から、 おりません。

手数料等の対価を得ることは許容され また、銀行等は、現在も、規則第1

るか。 3条第１項第１号に規定する確認方法

また、当該「他の特定事業者」が銀 を採用する特定事業者から、銀行法

行であった場合でも、銀行法に照らし、 等の業規制の範囲内において適法に

手数料等の対価を得ることは「付随業 手数料等を徴収している例があると

務」として許容されるか（ト（１）関 認識しておりますが、具体的なケー

係）。 スを想定した御質問については、関

係行政機関にお問い合わせください。

70 新規則第６条第１項第１号トは、同 そのとおりです。

号（１）に定める「令第七条第一項第

一号イに掲げる取引又は同項第三号に

定める取引」や、同号（２）に定める

「当該預金又は貯金口座に係る令第七

条第一項第一号イに掲げる取引」を行

うに際して、氏名、住居及び生年月日

の確認を行っていることが条件となっ

ているが、これは、預貯金口座開設や

クレジットカードの契約に際して行っ

た本人特定事項の確認のみならず、法

第４条第３項に基づき、令第７条に定

める他の取引に際して行った本人特定

事項の確認を根拠として、預貯金口座

開設やクレジットカードの契約時に、

本人特定事項の確認済みの顧客等であ

ることの確認をした場合も含まれると
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の理解でよいか。

71 他の特定事業者が保存している確認 そのとおりです。

記録を用いるに当たり、確認記録が新

規則の施行前に作成されたものであっ

ても有効であるという理解でよいか（ト

（１）関係）。

72 特定事業者は、条文に記載の①特定 ①から③いずれも、特定事業者に

取引に際して本人特定事項を確認して おいて合理的と認められる方法によ

いること、②当該確認に係る記録を保 り確認する必要がありますが、一般

存していること、③当該顧客等又はそ 的には、具体的な方法について、当

の代表者等から当該顧客等しか知り得 該特定事業者と当該他の特定事業者

ない事項その他の当該顧客等が当該確 との間の契約等において決定される

認記録に記録されている顧客等と同一 ものと考えます。例えば、③につい

であることを示す事項の申告を受ける ては、当該特定事業者は、当該他の

ことにより当該顧客等が当該確認記録 特定事業者が当該顧客等からＩＤ・

に記録されている顧客等と同一である パスワード等の申告を受けた場合に

ことを確認していること、３点につい 限って当該特定事業者に当該顧客等

て、どのような方法により確認すれば の確認記録を提供するシステムを構

よいか。例えば、特定事業者間での電 築している場合、実際に当該顧客等

話による確認は認められるか（ト（１） の確認記録の提供がなされたことを

関係）。 もって確認をしたものと評価される

こととなります。

①から③について、特定事業者間

の連携を電話により行うことも認め

られます。

73 顧客等から送信を受けた本人確認用 氏名が異なっている場合には基本

画像情報に記載された氏名、住居及び 的には認められないと考えられます。

生年月日と他の特定事業者が保存して 住居についても同様ですが、マンシ

いる確認記録の氏名、住居及び生年月 ョン名やハイフン等、単なる表記上

日については、婚姻等に伴う姓の変更、 の違いにより完全に一致しない場合

転居に伴う住居の変更等のほか、マン にあっては、同一の住居を示してい

ション名の登録の有無、ハイフンの表 ると認められる場合があると考えら

記方法、字体の相違などにより、完全 れます。

には一致しないことが想定されるが、

どの程度までの一致が求められるのか

（ト（１）関係）。

74 顧客 A が特定事業者 X で預金口座を 御質問のような場合、特定事業者

開設後、転居したので住所変更の手続 （Ｙ）は、他の特定事業者（X）によ
を行い、特定事業者 X は本人特定事項 る過去の本人特定事項の確認を利用

に係る確認記録を更新したとして、特 して、新規則第６条第１項第１号ト
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定事業者 Y は、特定事業者 X の更新後 (１)の確認ができると考えられます。

の本人特定事項確認に依拠して、本人 なお、各金融機関における住所変更

確認を完了できるとの考えでよいか。 の手続については、令第７条第１項

また、顧客 A は、官公署において住 第１号に掲げる取引には該当しませ

所変更の手続をした後、金融機関の1カ ん。

所で住所変更の手続をすれば、他の金

融機関において住所変更の手続をする

にあたっては(１)の方法で住所変更手

続ができるのか（ト（１）関係）。

75 「当該顧客等しか知り得ない事項そ 例えばＩＤ・パスワードのほか、

の他の当該顧客等が当該確認記録に記 静脈等の生体情報等の利用が想定さ

録されている顧客等と同一であること れます。他の特定事業者の名称や口

を示す事項」とは、預金口座の暗証番 座番号は該当しないと考えられます。

号、インターネットバンキングのＩＤ また、同一であることの確認ができ

・パスワード、クレジットカードの暗 るのであれば、複数の申告は必要あ

証番号、生体情報等が該当するのか。 りません。

また、他の特定事業者の名称・口座番

号等はどうか。こういったＩＤ・パス

ワードは複数必要か（ト（１）関係）。

76 ト（１）に規定する「当該顧客等が ＩＤ及びパスワードについて、グ

当該確認記録に記録されている顧客等 ループ企業内で共有している場合や

と同一であることを確認していること 顧客等が使い回しているなどの場合

を確認すること」について、企業グル についても、そのＩＤ及びパスワー

ープ内で親会社が顧客ごとにＩＤを発 ドが顧客等に対して一般的に顧客等

行し、これをグループ内の事業者間で しか知り得ないと考えられる事項と

共有して顧客管理を行っている場合で、 して伝達されたものであり、取引に

グループ内の特定事業者Ａ（資金移動 際し、その事項の申告を受けること

業者）が取引を行おうとする顧客につ としていれば、ト（１）に規定する

いて、グループ内の他の特定事業者Ｂ 方法を使用することができると考え

（クレジットカード会社）が行った本 られます。

人確認の確認記録に記録されている顧

客と同一であることを確認しているこ

とを確認する方法により本人確認を行

うと、取引に際して申告を受ける「当

該顧客等しか知り得ない事項」として

想定されているＩＤ及びパスワードに

ついて、当該顧客等以外についても知

り得る情報となる可能性があるが、問

題はないと考えてよいか（ト（１）関

係）。
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77 今回の改正案施行後も、規則第13条 そのとおりです。

第１項第１号や令第13条は従来どおり

引き続き認められるとの理解でよいか

（ト（１）関係）。

78 新規則第６条第１項第１号ト(１)に 特定事業者は、他の特定事業者が

おいて、特定事業者と他の特定事業者 保存している確認記録により特定さ

の間で顧客等に係る個人情報が提供さ れる個人と、本人確認書類に記載さ

れることについて、あらかじめ顧客等 れた個人が一致することの確認が求

から同意を得るか、個人情報保護法第2 められるため、氏名等の個人データ

3条第１項第１号の「法令に基づく場合」 の共有が行われますが、この場合、

に該当すると位置付けるか、いずれか 特定事業者又は他の特定事業者は、

の整理が必要ではないか。あるいは、 顧客等からあらかじめ同意を得るこ

そもそも顧客等に係る個人情報のやり とにより、適法に対応することがで

取りは予定されておらず、個人情報保 きると考えております。

護法上の何らかの措置は求められない

ということか。

79 画像の送信から他の特定事業者に確 全ての手続を合理的な期間内に完

認するまでは、ある程度のタイムラグ 了する必要があります。

は許容されるのか。される場合は、ど 特定事業者がサービスを提供する

の程度の期間か。 よりも前に必ず本人特定事項の確認

また、確認完了するまでの間、特定 が完了していなければならないわけ

事業者のサービス提供は行ってはいけ ではありませんが、サービスの提供

ないか（ト（１）関係）。 を行ったものの、その後確認が合理

的な期間内にできなかった場合には、

取引がマネー・ローンダリング等に

悪用されている疑いが生じた場合の

対応に支障が生じることが考えられ

ることから、サービスの提供に先立

って本人確認をしておく必要性は高

いと考えています。

80 「当該顧客等の預金又は貯金口座」 そのとおりです。

については顧客本人名義である必要が

あるとの理解でよいか（ト（２）関係）。

81 特定事業者が、新たに開設する顧客 特定事業者が既存の顧客口座に振

の口座を経由して振込を行う必要があ 込をするものです。

るのか（ト（２）関係）。

82 新規則第6条第1項第1号ト(２)の方法 銀行等は、技術やノウハウの蓄積

は、預貯金口座のみと記載されている により、その行う取引時確認及び継

が、将来的には資金移動業者の口座の 続的な顧客管理に一定の信頼性・正

情報でも足りるようにしてほしい。 確性が認められることから、資金移
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動業者等の口座と区別しているもの

であり、現時点で預貯金口座と同様

に扱う予定はありません。

83 「令第７条第１項第１号イに掲げる 対象外です。

取引を行う際に」とあるが、他の取引

は対象外という認識でよいか（ト（２）

関係）。

84 「金銭の振込み」については特に金 そのとおりです。

額や通貨の種類の新規則上の指定はな

いとの理解でよいか。その際、ＡＴＭ

からの振込は許容されるのか（ト（２）

関係）。

85 特定事業者による金銭の振込みに係 そのとおりです。

る金額の負担方法について、新規則上

は制限なく、特定事業者と顧客の合意

により例えば顧客側に当該金銭を負担

させることも新規則上は禁止されない

との理解でよいか（ト（２）関係）。

86 「金銭の振込み」は、本確認方法を 本人特定事項の確認は、特定取引

適用しようとしたときと近接した時期 に際して行われる必要があります。

に行われる必要があるか。例えば、10 したがって、御質問のような場合は

年前のような相当程度過去の振込も認 認められません。

められるのか（ト（２）関係）。

87 「預貯金通帳の写し等の送付を受け そのとおりです。

る」とあるが、送付を受けられなかっ

た場合、入金した金額については返還

等を求める必要はない（事業者判断）

ということでよいか（ト（２）関係）。

88 本人確認方法として顧客の口座に振 本人確認のために振込を行うもの

り込んだ金銭は貸付金の一部とみなさ であり、その目的を逸脱して行われ

れるのではないか。明示的にはそのよ ない限り、違法なものになるとは考

うな位置付けがされていなかったとし えておりません。振込金額は、当該

ても、本人確認が終わっていないのに 目的の範囲内で特定事業者において

融資の一部を振り込むことになってし 判断されることとなります。

まっており、違法ではないのか。よっ

て、振り込む金額は一定範囲内に限定

すべきではないか（ト（２）関係）。

89 振込先の口座が「当該預金又は貯金 顧客等の預貯金口座は本人確認済

口座に係る令第７条第１項第１号イに みである必要があるところ、例えば、

掲げる取引を行う際に当該顧客等につ 振込先金融機関が、その全ての顧客
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いて氏名、住居及び生年月日の確認を について本人確認済みであることを

行い、かつ、当該確認に係る確認記録 公表している場合には、特定事業者

を保存しているもの」であることは、 は、当該振込先金融機関に開設され

どのように確認すればよいのか。例え た当該顧客等の預貯金口座が本人確

ば電話により個別に振込先金融機関に 認済みのものであると判断すること

問い合わせる必要があるのか（ト（２） ができると考えられます。

関係）。 また、振込先金融機関が全ての顧

客等について本人確認済みでなかっ

たとしても、インターネットバンキ

ングの利用顧客については全て本人

確認済みであって、その旨を公表し

ている場合には、特定事業者は、当

該顧客等が当該インターネットバン

キングの利用者であることを確認す

ること（例えば当該インターネット

バンキングの利用画面のスクリーン

ショットの送付を受けて確認するこ

とが考えられます。）により、本人確

認済みであると判断することができ

ると考えられます。

また、電話等により個別に振込先

金融機関に問い合わせる方法も想定

されます。

90 新規則第６条第１項第１号トの方法 他の特定事業者は自らが行った本

における本人特定事項の確認の責任は、 人特定事項の確認については当然に

他の特定事業者ではなく、本人特定事 責任を持つため、当該確認が杜撰で

項の確認を行おうとする特定事業者自 あった場合には、当該特定事業者が

身にあるのであって、例えば、他の特 監督上の措置の対象となります。

定事業者が過去に行った確認や特定事

業者への情報提供に瑕疵があったとし

ても、他の特定事業者が責任を問われ

ることはないという理解でよいか。

91 「当該顧客等の預金又は貯金口座（当 そのとおりです。

該預金又は貯金口座に係る令第７条第

１項第１号イに掲げる取引を行う際に

当該顧客等について氏名、住居及び生

年月日の確認を行い、かつ、当該確認

に係る確認記録を保存しているものに

限る。）」について、当該預金又は貯金

口座を開設する特定事業者が、当該顧
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客等から、当該預金又は貯金口座に関

する住所や姓、法人の代表者等の変更

等、確認記録に記載すべき事項の変更

に係る申入れを受けた際に、本人確認

書類の徴収を行わなかった場合を含む、

という理解でよいか（ト（２）関係）。

92 「当該振込みを特定するために必要 単に振込日、振込人及び金額が確

な事項」とは具体的にどのようなもの 認できたとしても、振込額や振込人

を想定しているのか。振込日、振込人 名が容易に推知できるものである場

及び金額が確認できればよいのか（ト 合には、特定事業者からの振込みを

（２）関係）。 受けた者へのなりすましのおそれが

あると考えられます。

「当該振込みを特定するために必

要な事項」としては、例えば、振込

額をランダムにして振り込んだり、

又は振込人名をランダムにして振り

込んだ際の、当該振込額や当該振込

人名が考えられます。

93 「預貯金通帳の写し又はこれに準ず ①から③までは、いずれも認めら

るもの」として、次のものは認められ れると考えられます。

るか（ト（２）関係）。 ④については、振込を行う特定事

①通帳を写真撮影した画像 業者が作成するものであり、認めら

②インターネットバンキングの画面を れません。

スクリーンショットで撮影した画像（ソ ⑤については、振込みを特定する

フトウェアによる自動的なスクリーン ために必要な事項が記載されないた

ショットであるか顧客の手動によるス め、認められません。

クリーンショットであるかを問わない）

③インターネットバンキングの画面を

印字した紙

④振込依頼書の写し、預金口座振替に

よる振込金受付書の写し

⑤キャッシュカード（クレジットカー

ド一体型も含む。）の写し

94 銀行法第２条第17項第２号に規定さ 「これに準ずるもの」として想定

れる行為を行う電子決済等代行業者を しているものとしては、例えばイン

通じて得られる情報を「これに準ずる ターネットバンキングの取引状況が

もの」として扱ってよいか（ト（２） 分かる画面のスクリーンショットが

関係）。 挙げられます。御質問の詳細は明ら

かではありませんが、インターネッ

トバンキングの取引状況の分かるも
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のであれば、基本的には許容される

ものと考えられます。

95 「預貯金通帳の写し又はこれに準ず 御質問のケースの詳細は明らかで

るものの送付」は、振込みの記録があ はありませんが、当該振込を特定す

る画像に限らず、当該金融機関のデー るために必要な事項が記載されてい

タ形式に沿って、振込みの記録が認め るものである必要があります。

られるデータの送信でも認められるか

（ト（２）関係）。

96 顧客等がインターネットバンキング 特定事業者は、送付を受けたもの

の利用者である場合は、当該インター が真正な「当該振込を特定するため

ネットバンキングの利用画面のスクリ に必要な事項が記載された預貯金通

ーンショットの送付を受けて確認する 帳の写し又はこれに準ずるもの」で

ことが考えられるが、その場合、改ざ あることを確認する必要があります。

ん防止等の措置は必要となるか。また、 その方法は特定事業者の合理的な判

当該スクリーンショットについてはあ 断に委ねられますが、御質問のよう

らかじめ取得したものであっても差し な措置も含まれると考えられます。

支えないか（ト（２）関係）。 また、当該振込を特定するために

必要な事項が記載される以前のスク

リーンショットは認められません。

97 夜間や祝祭日に送金処理を行った場 問題ありません。

合には、着金が翌営業日になることが

多いが、着金後のスクリーンショット

を送付することでよいか。その場合、

特定事業者による送金から一定期間経

過したものにならざるを得ないが、そ

れは特に問題ないという理解で良いか

（ト（２）関係）。

98 新規則６条第１項第１号ト（２）に 特定事業者は、顧客等から送信を

おける「預貯金通帳の写し等の送付を 受けた本人確認用画像情報により特

受ける」ついて、当該方法は盗難通帳 定される個人と、顧客等の預貯金口

の場合には有効な本人確認手段となり 座の名義人が一致することを確認す

得ないのではないか。 る必要があることなどから、確認の

水準を確保できるものと考えており

ます。

99 特定事業者は、振込先の口座開設時 特定事業者は、顧客等から送信を

に作成された確認記録に記載の事項と、 受けた本人確認用画像情報により特

顧客等から申告を受けている本人特定 定される個人と、顧客等の預貯金口

事項との一致を確認する必要があるの 座の名義人が一致することを確認す

か（ト（２）関係）。 る必要がありますが、当該口座が開

設されている金融機関に保存されて
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いる確認記録との一致を確認する必

要まではありません。

100 振込先口座が新たに口座開設をする 名義の一致の確認のほか、振込を

口座名義人と同一人物であることは名 特定する事項が記載された預貯金通

義の一致の確認のみで足りるという理 帳の写し等の送付を受ける必要があ

解でよいか（ト（２）関係）。 ります。

101 「当該預金又は貯金口座に係る令第 通常、取引時確認を行えば、法に

７条第１項第１号イ（預金又は貯金の おいて確認記録を保存することとな

受入れを内容とする契約の締結）に掲 っており、特段の事情のない限り、

げる取引を行う際に当該顧客等につい 保存の事実についてまで確認するこ

て氏名、住居及び生年月日の確認を行 とは求められません。

い、かつ、当該確認に係る確認記録を

保存しているものに限る。」と記載され

ているが、確認記録を保存しているか

を銀行等に確認する必要はあるか（ト

（２）関係）。

102 振込に利用される口座が何らかの事 新規則第６条第１項第１号ト（２）

情により本人特定事項の確認が未済で の方法は、特定事業者自身が、顧客

あっても、当該確認方法を利用する特 等から送信を受けた本人確認用画像

定事業者が本人特定事項の確認に係る 情報等の確認を行い、追加的な措置

責任を負うという理解でよいか（ト として顧客等が他の特定事業者で開

（２）関係）。 設している預貯金口座に少額を振り

込み、その事実を特定事業者自身が

確認するものであり、本方法を採用

した確認に関する法上の責任を負う

のは、当該他の特定事業者ではなく、

本方法を利用する特定事業者自身と

なります。

No． 意見・質問の概要 意見・質問に対する考え方

▼新規則第６条第１項第３号関係

103 この確認方法は、特定事業者が自ら そのとおりです。

一般財団法人民事法務協会の登記情報

提供サービス又は国税庁の法人番号公

表サイトを利用して顧客等である法人

の情報を取得（オンライン上に限定さ

れず、窓口又は郵送を含む。）するので

あれば、本人確認書類の送付を受ける

ことを要しない、というものか（ロ及

びハ関係）。

104 平成27年９月18日公示のパブリック 御指摘のパブリックコメントにお
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コメント No.68において、法人の本人特 ける見解は、外国の政府機関が運営

定事項の確認について、「本人確認書類 するインターネットサイトの利用に

については、少なくとも顧客等が自ら 関する御意見に対するものでした。

その真正性を確認した上で特定事業者 新規則第６条第１項第３号ロ及び

に対して提示又は送付することが必要 ハは、一般財団法人民事法務協会に

である」との理由から、「ウェブサイト よる登記情報提供サービス及び国税

からダウンロード又は印字した情報の 庁の法人番号公表サイトを利用する

閲覧を本人確認方法として認めること ものであるところ、未来投資戦略201

は難しい」旨示されている。当該解釈 7（平成29年６月９日閣議決定）にお

について、今回の改正により「ウェブ いて「法人設立に関し、利用者が全

サイトからダウンロード又は印字した 手続をオンライン・ワンストップで

情報の閲覧」が本人特定事項の確認方 処理できるようにする」こととされ

法として認められるようになったと推 たことを踏まえ検討を行った結果、

察されるが、既存のパブリックコメン 今回、本人特定事項の確認方法とし

トへの回答との整合性について確認し て新たに認めることとしたものです。

たい（ロ及びハ関係）。

105 顧客等が民事法務協会から入手した 顧客等が登記情報を紙に出力した

登記情報を印字し、特定事業者に宛て ものは本人確認書類とは認められま

て郵送した場合、本人確認書類として せん。特定事業者が指定法人から登

認められるか。 記情報の送信を受けることが必要で

また、顧客等から紙で送付された場 す。

合、特定事業者において民事法務協会 なお、顧客等から登記情報を紙に

にアクセスして記載内容の一致を確認 出力したものの送付を受け、特定事

すれば、本人確認書類として認められ 業者が当該内容を確認することは、

るのか（ロ関係）。 本人確認方法として認められます。

106 「一般財団法人民事法務協会から登 問題ありません。

記情報の送信を受ける」場合、特定事

業者において登記情報を印字して保存

することは許容されるか（ロ関係）。

107 代表者等が当該法人を代表する権限 そのとおりです。

を有する役員の場合、当該法人の本店

等に宛てた取引関係文書の郵送は不要

であるという理解でよいか（ロ関係）。

108 「電気通信回線による登記情報の提 そのとおりです。

供に関する法律（平成11年法律第226号）

第３条第２項に規定する指定法人から

登記情報（同法第２条第１項に規定す

る登記情報をいう。以下同じ。）の送信」

について確認させて頂きたい。

登記情報提供サービスの事を指して
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いると思われるが、代表権の確認は登

記情報提供サービスのホームページ上

の、『提供される登記情報』の『商業・

法人登記情報』で確認すればよいか（ロ

関係）。

109 「行政手続における特定の個人を識 法人番号公表サイトは、法人の役

別するための番号の利用等に関する法 員を確認できないことから、転送不

律（平成25年法律第27号）第三十九条 要郵便物の送付が要件として課され

第四項の規定により公表されている当 ている一方で、登記情報提供サービ

該顧客等の名称及び本店又は主たる事 スは、法人の役員も確認できること

務所の所在地を確認し」とは、国税庁 から、代表権を保有する役員につい

により公表されている法人の名称と所 ては転送不要郵便を不要としたもの

在地を確認することと理解しているが、 です。

このハの場合は、ロの登記情報の送信

を受ける場合と異なり、転送不要郵便

等の送付が本人特定事項の確認方法の

要件となっている。しかし、ハにおい

てもロと同様に法人の本人特定事項の

確認をオンライン完結することが可能

と思われるため、転送不要郵便の送付

要件を外すことは可能ではないか。

また、取扱いに差異を設けようとす

る趣旨を説明されたい（ハ関係）。

110 登記事項提供サービスや国税庁法人 御質問における条文については、

番号公表サイトを利用した本人確認を 法人の代表者等における対面時の取

法人顧客と対面で行うのであれば、法 引について転送不要郵便が不要であ

人の所在地への郵便は不要ではないか。 ることが明確になるよう、修正させ

また、登記情報提供サービスや国税庁 ていただきます。

のサイトを確認する方法が認められた また、外国における登記情報サー

が、こうしたサイトを利用した法人の ビス等の利用に関する御意見につい

本人確認方法として、英国の企業登記 ては、特定事業者の業務の実態、当

局やシンガポールの会計企業規制庁の 該サービスの信頼性等を踏まえつつ、

サイトの利用も認めるべきではないか 今後検討してまいります。

（ロ及びハ関係）。

111 「当該法人の代表者等から当該顧客 新規則第６条第１項第３号ロは、

等の名称及び本店又は主たる事務所の 特定事業者が一般財団法人民事法務

所在地の申告を受け、かつ、電気通信 協会から登記情報の送信を受ける方

回線による登記情報の提供に関する法 法です。なお、御質問の司法書士等

律第三条第二項に規定する指定法人か が特定事業者から本人確認業務につ

ら登記情報（同法第二条第一項に規定 いて委託を受けている場合は、御質
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する登記情報をいう。以下同じ。）の送 問の方法も可能と考えられます。

信を受ける方法」の「指定法人から登 なお、本人確認業務を委託する場

記情報の送信を受ける」は、特定事業 合であっても、法上の責任は委託元

者自身が指定法人から直接登記情報の の特定事業者に所在します。

送信を受けず、司法書士等が送信を受

けた登記情報の提供を受けて、その内

容を特定事業者が確認する場合も含ま

れるという理解でよいか（ロ関係）。

112 特定事業者が登記情報提供サービス 利用料の負担については、犯罪収

を利用する際の利用料は、事業者負担 益移転防止法上は問題としておりま

なのか。利用料を顧客に請求しても問 せん。

題ないか（ロ関係）。

113 一般財団法人民事法務協会から登記 そのとおりです。

情報の送信を受け本人特定事項の確認

とする場合、当該情報に記載のある事

業内容の確認をもって規則第10条１項

２号ハに定める事業内容の確認とみな

す理解でよいか（ロ関係）。

114 法人の代表者等から法人の本人特定 そのとおりです。

事項の申告を受け、一般財団法人民事

法務協会から登記情報の送信を受ける

方法について、代表者等が法人を代表

する権限を有する役員として登記され

ている場合には、法人に対する本人特

定事項の確認は完了（本人確認書類の

提示及び取引関係文書の送付）したと

考えて相違ないか。また、上記の場合

であっても、代表者等に対する本人特

定事項の確認は上記とは別に必要とい

う理解でよいか（ロ関係）。

No． 意見・質問の概要 意見・質問に対する考え方

▼確認記録の作成方法について（新規則第19条第１項第２号関係）

115 旧規則第６条において、「本人確認書 規則第19条に基づき、従来どおり

類等の写しを受け、確認記録に添付す 添付を行っていただく必要がありま

るとともに、」とある部分が、新規則第 す。

19条第１項第２号柱書では「写しを受

け」に改正されているが、確認記録に

添付する必要はなくなったのか。

116 新規則第19条第１項第２号柱書は、 そのとおりです。

同号ヘに掲げる場合を除き、送付を受
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けた本人確認書類の写し、本人確認書

類の画像ファイル、本人確認用画像情

報等を、送付された状態のまま添付し

なくても、形態の異なる電子ファイル

に変換したり、紙に印字したものをス

キャナで読み込んでイメージデータ化

したりしたものを添付することが認め

られるということか。

117 現行法第６条第２項では、取引時確 そのとおりです。

認の確認記録は当該取引が終了した日

から７年間保存しなければならないこ

ととされているが、新規則第19条第１

項第２号柱書では、本人確認用画像情

報についても、確認記録に添付し、取

引終了から７年間保存しなければなら

ないという理解でよいか。

118 新規則第６条第１項第１号ホに規定 委託先のサーバに保存することも

される方法によって通常の本人確認を 可能ですが、その場合、特定事業者

実施した場合、特定事業者において「当 が、自らの責任の下、自らの事務所

該本人確認用画像情報」の保管が必要 で保存している場合と同様に、直ち

となるが、この保管は自社内のサーバ にその情報が検索できる状態になっ

ーへの保管ではなく、特定事業者の委 ている必要があります。

託先のサーバーに保管することとして

も問題ないか。また、保管場所や保管

方法として不適切とされる類型はある

か。

119 確認記録として保存すべきものの範 新規則第19条第１項第２号により

囲について、本人確認用画像情報には、 確認記録に添付することとなる本人

「厚みその他の特徴」の確認を行った 確認用画像情報は、「厚みその他の特

際の情報が含まれるという認識でよい 徴」が確認できるものでなければな

か（ロ、ハ及びニ関係）。 りません。

120 新規則第６条第１号ト(２)により本 そのとおりです。

人確認を行った場合、「預金通帳の写し

又はこれに準ずるもの」自体の保存義

務はないという理解でよいか（ニ関係）。

No． 意見・質問の概要 意見・質問に対する考え方

▼確認記録の記録事項について（新規則第20条関係）

121 新たに認められる本人特定事項の確 新規則第20条の規定によることと

認方法をとった場合、本人確認記録の なります。

項目に変更点はあるか。
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122 新規則第６条第１項第１号ト(１)又 そのとおりです。

は(２)について、特定事業者間で書面

により顧客等の本人特定事項の確認を

した場合、新規則第20条第１項第８号

において確認記録に記載を求める「確

認を行った日付」は「確認をした特定

事業者が回答を受領した日付」を指す

のか。

123 本人特定事項の確認を行う方法が複 新規則第20条第１項第15号により、

数許容される場合、いずれの方法によ 本人特定事項の確認を行った方法は

り確認したかは確認記録の記録事項と 確認記録に記載する必要があります。

はならないという理解でよいか。 新規則第６条第１項第１号トによる

確認をした場合には、同号(１)又は

(２)のいずれの行為によって確認を

したかについて、他の特定事業者の

名称も含めて記録しておく必要があ

ります。

No． 意見・質問の概要 意見・質問に対する考え方

▼その他

124 新たな本人確認方法については、特 御指摘のガイドライン等について

定事業者が提供するソフトウェアの使 は、意見公募手続において頂いた御

用や、本人確認書類の厚みその他の特 意見に対する考え方として今回お示

徴など、条文だけでは具体例がイメー しさせていただいたところですが、

ジしづらい。特定事業者が確認の仕組 引き続き新規則の内容についてわか

みを実装する際のよりどころとすべく、 りやすく周知していくことにより、

具体例を示したガイドライン等を整備 犯罪収益移転防止法の趣旨を踏まえ

することが、特定事業者の対応が斉一 た適切な解釈及び運用がなされるよ

になるほか、顧客のオンライン利用に う努めてまいりたいと考えておりま

も資することとなる。ただし、ガイド す。

ライン等を定めた場合、飽くまで法の

趣旨に沿った例を提示するものとして

扱い、今後技術の進歩等によって可能

となる新たな本人確認方法についても

認められるよう、柔軟に運用していた

だきたい。

125 特定事業者が、施行日前に取引時確 今回の改正は、既に本人特定事項

認を行っている顧客等との間で施行日 の確認を済ませている顧客等に対す

以後に初めて特定取引を行う際は、新 る新たな確認を義務付けるものでは

規則第６条に則った新たな確認は不要 ありません。

と考えてよいか。
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２ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について

（平成３２年４月１日施行）

No． 意見・質問の概要 意見・質問に対する考え方

▼顧客等の本人特定事項の確認方法について（新規則第６条第１項第１号関係）

126 新規則第６条第１項第１号及び第３ そのとおりです。

号で、新たに規定されることとなる本

人確認方法について、採用するかどう

かは各特定事業者の判断に委ねられて

おり、採用が義務付けられるというわ

けではないという理解でよいか。

127 新規則第６条第１項第１号チの場合、 そのとおりです。

送付又は送信を受けるのは、本人確認

書類の原本、本人確認書類に組み込ま

れたＩＣチップ上の情報又は本人確認

用画像情報のいずれかでよいのか。

128 本人確認書類の原本について、どの 住民票の写しのように複数枚発行

ような本人確認書類が想定されている 又は発給される本人確認書類の原本

のか。保険証や市役所から交付される の利用が一般的であると想定してお

住民票の写し等は該当するのか（チ関 ります。

係）。

129 現行法において認められている本人 現在の本人確認方法に関して、不

確認方法の一部を認めず厳格化するこ 正を防止する観点からより実効性の

とは、利用者の利便性に反することと あるものとするため、十分な準備期

なるが、厳格化の経緯や背景は何か 間を設けた上で見直しを行うことと

（チ、リ及びル関係）。 したものです。

130 転送不要郵便物としての送付による 御質問にあります書類の送付を受

確認方法の改正の条文について、以下 けることにより、新規則第６条第１

の解釈でよいか確認したい（リ関係）。 項第１号リの方法による確認が行え

・現住所記載の本人確認書類（写）は ます。ただし、家族名義の公共料金

２点の徴収 領収証書については、同居する者の

又は ものに限られます。

・現住所記載の本人確認書類（写）１

点と現住所記載の補完書類１点（家族

名義含む公共料金領収書等）の徴収

又は

・住所相違の本人確認書類（写）１点

と現住所記載の補完書類２点（現住所

記載で本人名義のもの。但しその内の

１点は同居家族名義の公共料金の領収
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書でも可）の徴収

131 新規則第６条第２項柱書には補完書 顧客等の現在の住居の記載がある

類の定義が規定されているが、当該顧 ことは、補完書類の要件ではありま

客等の現在の住居の記載があることが せん。ただし、新規則第６条第１項

補完書類の定義の一部であるか否かが 第１号リにおける「他の補完書類」

不明確である。 は、「当該顧客等の現在の住居の記載

定義の一部でないとすれば、新規則 がある補完書類」の括弧書内のもの

第６条第１項１号リの「当該本人確認 であることから、顧客等の現在の住

書類に当該顧客等の現在の住居の記載 居の記載があるものに限られます。

がないときは、当該補完書類及び他の

補完書類（当該顧客等のものに限る。）」

における「他の補完書類」には、現在

の住居の記載がないものも含まれると

いうことか。

132 現行法では、引越し・結婚直後等で、 新規則第６条第１項第１号リでは、

本人確認資料の住所変更が完了してい ２種類の本人確認書類の写しを用い

ない場合に、「本人確認資料（写し）の て本人確認を行う場合、そのいずれ

住所が現住所と相違する為に、補完の にも現在の住居の記載のあることが

本人確認書類の送付を受けるケース」 必要となります。

がある。

改正案の本人確認資料を２種類確認

するケースにおいて、「変更後の住所の

記載がある２種類の本人確認書類」を

確認する必要があるか。うち１種類の

住所が変更前の本人確認資料の場合、

要件を満たさないことになるか（リ関

係）。

133 外国の重要な公人との取引において、 新規則第６条第１項第１号リでは、

厳格な顧客管理として、「取引時確認に ・現在の住居の記載がある本人確認

おいて用いた本人確認書類に加え、も 書類の写し２点

う一枚の本人確認書類を用いる」こと ・現在の住居の記載がある本人確認

となると認識しているが、当該公人に 書類の写し１点及び現在の住居の記

ついて新規則第６条１項１号リに定め 載がある補完書類又はその写し１点

る方法で本人特定事項の確認を行う場 ・現在の住居の記載の無い本人確認

合、「本人確認書類の写し及び現在の住 書類の写し１点及び現在の住居の記

居の記載がある補完書類又はその写し」 載がある補完書類又はその写し２点

は更にもう１枚（合計３枚）用いるこ （うち１点は当該顧客のものに限る）

ととなるのか。あるいは現状どおり２ のいずれかが必要となります。

枚用いることとなるという理解でよい 法第４条第２項の「厳格な顧客管

か確認したい（リ関係）。 理を行う必要性が特に高いと認めら
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れる取引」にあっては、更に関連取

引時確認において用いた本人確認書

類及び補完書類以外の本人確認書類

若しくは補完書類又はその写しが必

要となります。

134 顧客の端末にあらかじめ保存してあ そのとおりです。

った運転免許証等１枚に限り発行され

る本人確認書類の画像を受信した場合

には、運転免許証の画像受信に加え、

現在の居住地を示す補完書類（原本・

写し）又は他の本人確認資料（写し）

の送付（「補完書類又は他の本人確認書

類の画像の送信」を含む。）を受け、顧

客への転送不要郵便の送付が必要との

理解でよいか（リ関係）。

135 紙媒体の写しのほか、特定事業者が 引き続き「本人確認書類の写し」

提供するソフトウェアを使用しないで に該当します。これを使用した確認

撮影・送信された本人確認書類の画像 方法である旧規則第６条第１項第１

情報、ＰＤＦデータ及びＦＡＸも、引 号ホについては見直しが行われ、平

き続き「本人確認書類の写し」として 成32年４月１日より新規則第６条第

位置付けられることとなり、これまで １項第１号チ、リ、ヌ等の方法によ

と同じように取り扱われるという理解 ることとなります。

でよいか（リ及びヌ関係）。

136 今回の改正案により、現在の住居地 補完書類については、従前より居

を示す補完書類の提出を顧客に要請す 住実態が確実に裏付けられる領収証

るケースが増加すると見込まれるが、 等を認めており、携帯電話領収証、

顧客が容易に補完書類を用意すること 公共料金の請求書及び口座振替のお

ができず、本人確認が完了しない申込 知らせを認めることは予定しており

者が多数出ることを懸念している。 ません。クレジットカード払いによ

「本人確認書類の写し＋取引関係文 る領収証に代えて発行されるもので

書送付」の確認方法における補完書類 あって、公共料金の支払い事実が確

について、固定電話保有率の低下およ 認できることにより居住実態が確実

び携帯電話保有が一般的になっている に裏付けられる書類については、事

社会情勢を踏まえ、現在認められてい 実上の領収証として、補完書類とし

ない携帯電話の領収証書や請求書を対 て取り扱っても差し支えありません。

象として認めていただきたい。また、

公共料金の請求書や口座振替のお知ら

せについても対象として認めていただ

きたい（リ関係）。

137 現在の住居地を示す補完書類につい 「同居する者」は親族に限られま
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て、同居する者宛ての公共料金領収証 せん。公共料金の領収証書が「同居

書も可となっているが、同居する者と する者のもの」であることを確認す

は親族に限らないという理解でよいか。 る方法としては、例えば、領収証書

そうだとすれば、例えば「公共料金領 の名宛人の姓と顧客等の姓の一致に

収証書の名宛人の姓と顧客等の姓が一 より確認することが考えられます。

致すること」で確認を行う場合、姓が 姓が一致しない場合等には、顧客

異なる同居する者の場合はどのように 等との関係を確認するほか、例えば、

して確認すればよいか。 領収証書の名宛人の本人確認書類を

また、姓が一致することで確認する 利用したり、顧客等に対して当該領

場合、領収証書が「カナ」等の漢字以 収証書の内容（例：電気の使用状況）

外の形式で発行されているときは、申 について詳細な説明を求めることな

込者が申告したカナ氏名等との一致を どが考えられます。

確認することでも問題ないか（リ関係）。 また、領収証書がカナ文字で記載

されていることにより姓の一致の確

認に影響がある場合には、より慎重

な確認をすることが適当と考えられ

ます。

138 今回の改正により、本人確認書類の 今回の改正は、既存の郵便による

写しの郵送を受ける場合、補完書類又 本人特定事項の確認方法を悪用する

は他の本人確認書類の郵送を追加的に 事例が見られたことから、これに対

受けることが必要となったが、外国の 処するため、確認方法の一部を厳格

民間企業が発行する公共料金の領収証 化したものです。御意見については、

書が補完書類として認められていない 特定事業者の業務の実態等を踏まえ

ため、外国顧客の本人確認が困難にな つつ、今後検討してまいります。

ると見込まれる。そこで、次のとおり

対応していただきたい（リ関係）。

① 外国の国営事業者以外の公共料金

の領収証書（同居の家族名義のものを

含む。）を補完書類として認めて頂きた

い。なお、銀行側において外国の民間

企業が発行する公共料金の領収証書に

ついての情報を収集しているなら真正

性の判断は可能であり、また、国内の

公共料金領収証書は民間発行のもので

も認められている。

② 海外では、我が国と異なり、年１

回しか発行されない書類が多い。この

ため、有効期限を「１年以内」として

頂きたい。

③ 海外では「領収証書」は発行され



39

ず、「請求書」しか発行されない国もあ

る。書面ではなく電磁媒体でしか表示

されないケースもある。このため、「領

収証書等」として頂きたい。

139 補完書類は第３号以外にもあるとこ 顧客等の利便への配慮として、入

ろ、第３号についてのみ顧客等と同居 手が一般的に容易と考えられること

する者のものを含むこととしている理 や、同居する者でも公共料金の利用

由は何か（リ関係）。 状況については説明が可能と考えら

れること等を踏まえて、特別に認め

ることとしたものです。

140 我が国に在留する外国人の顧客につ 在留カードとパスポートのどちら

いて、従来は、在留カードあるいはパ にも顧客等の現在の住居の記載があ

スポートの写しの送付を受けており、 るならば、それら２点の本人確認書

パスポートの場合、現住所の記載が無 類を利用することで確認ができます。

ければ補完書類で住居を確認していた。 どちらか一方にしか顧客等の現在

新規則第６条第１項第１号リの前段 の住居の記載がない場合には、当該

において「現在の住居の記載がある本 記載がある本人確認書類と当該記載

人確認書類のいずれか二の書類の写し がある補完書類の合計２点を利用す

の送付を受け」と定められているため、 ることで確認ができます。

在留カードに加えてパスポートの写し

の送付を受けるだけでは足りないとの

理解でよいか。

すなわち、後段に定める「本人確認

書類の写し及び当該顧客等の現在の住

居の記載がある補完書類…又はその写

しの送付を受け」を満たすべく、在留

カードに加えて補完書類（＝公共料金

の領収証書など）を求めざるを得ない

との理解でよいか。

外国政府発行のパスポートには、所

持人の本邦住居記載欄が設けられてい

ないことも多いことを考慮すると、パ

スポートを本人確認書類から排除する

ことは不適当ではないか（リ関係）。

141 本規定に基づく確認により口座開設 既に本人特定事項の確認をしてい

を行った後、当該口座が適切に使われ たとしても、当該確認に係る事項を

ていない、すなわち「給与その他の当 偽っていた疑いがある顧客等との間

該法人が当該被用者に支払う金銭の振 で行う取引等については、改めて取

込」がないことが明らかになった場合、 引時確認を行う必要があり、顧客等

特定事業者の判断により再度本人特定 がこれに応じないときは、特定事業
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事項の確認を求める、あるいは本人特 者は当該取引に係る義務の履行を拒

定事項の確認未済として取り扱うこと むことができます。

も認められるという理解でよいか（ヌ

（１）関係）。

142 「その行う取引が犯罪による収益の 相手方の法人との間で行われた取

移転の危険性の程度が低いと認められ 引の態様のほか、当該法人に関して

る法人」とは、どのような法人を指す 把握した各種情報等を踏まえて、各

のか。各銀行がリスク・ベース・アプ 特定事業者における合理的な判断に

ローチに基づき、任意に設定できるも より認められることとなるものです。

のなのか（ヌ（１）関係）。

143 新規則第６条第１項第１号ヌ(１)に 給与のほかに、例えば俸給や旅費

規定する「給与その他の当該法人が当 等の経費が該当します。

該被用者に支払う金銭」とは給与以外 また、「振込みを受ける預金又は貯

に何を含むのか。また、その「振込み 金口座」については、給与等の振込

を受ける預金又は貯金口座」とは、既 みを受けることを目的として開設さ

に給与等の振込みがあった口座に限定 れたもので足ります。

されるのか、それとも給与等の振込み

を受けることを目的として開設された

口座であればいいのか（ヌ（１）関係）。

144 証券会社が銀行代理業者として所属 御質問のケースにおいて、証券会

銀行から預金口座の開設を行うことの 社としての特定取引と、銀行代理業

委託（預金口座の開設のための本人確 としての特定取引は、異なる特定事

認事務の委託を含む。）を受けている場 業者としての取引である以上、銀行

合において、顧客等から個人番号の提 代理業としての特定取引については、

供を受けたうえで証券口座の開設を行 新規則第６条第１項第１号ヌの方法

うとともに、銀行代理業としての預金 による本人特定事項の確認は認めら

口座の開設も同時に行う場合（ただし、 れません。

令第13条第１項第１号に定める顧客等

には当たらない場合であることを前提

とする。）、改正案によれば、少なくと

も証券口座の開設に関しては新規則第

６条第１項第１号ヌ(２)による本人特

定事項の確認方法が許容されることに

なる。

このような場合、証券会社が所属銀

行のために銀行代理業として行う預金

口座の開設に関しても、これと同時に、

顧客等から個人番号の提供を受けた上

で証券口座を開設するに際して、顧客

等から本人確認書類の写しの送付を受
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けていることに鑑みれば、新規則第６

条第１項第１号ヌ(２)による本人特定

事項の確認方法が許容されると解して

よいか。仮に係る解釈が想定されてい

ないとしても、このような場合におい

て、預金口座の開設に関してのみ、顧

客等に本人確認書類の原本の送付等を

求める必要性はないと考えられるため、

預金口座の開設に関しても新規則６条

１項１号ヌ(２)による本人特定事項の

確認方法が認められるようにしていた

だきたい（ヌ（２）関係）。

145 「令第７条第１項第１号リに掲げる 同一の顧客等との間で、施行令第

取引」について確認させて頂きたい。 ７条第１項第１号リに掲げる取引と

施行令第７条第１項第１号リのほか 同時に又は連続して行われる同号ム

に、令第７条第１項第１号ム及びヰに 若しくはヰに掲げる取引については、

おいて「社債、株式等の振替に関する 新規則第６条第１項第１号ヌの方法

法律（平成13年法律第75号）第12条第 による本人特定事項の確認が可能に

１項又は第44条第１項の規定による社 なるよう、修正させていただきます。

債等の振替を行うための口座の開設を

行うことを内容とする契約の締結」及

び「保護預りを行うことを内容とする

契約の締結」が、取引時確認の必要な

取引として規定されており、証券取引

を行う際には令第７条第１項第１号リ、

ム、ヰの規定に基づき、口座開設の際

に犯収法上の本人確認を行っている。

本来、個人番号が必要となる取引は、

有価証券の売買等の令第７条第１項第

１号リに掲げる取引である。しかし、

番号法の解釈により、有価証券の売買

等を行う前の口座開設時点で、顧客に

対して個人番号の提供を求めることが

認められている（『特定個人情報の適正

な取扱いに関するガイドライン（事業

者編）』及び『（別冊）金融業務におけ

る特定個人情報の適正な取扱いに関す

るガイドライン』に関するＱ＆Ａ」（個

人情報保護委員会）のＱ＆Ａ17-２）。
したがって、かかる解釈に沿って、
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令第７条第１項第１号リ、ム、ヰを内

容とする証券総合口座開設時に個人番

号を受け入れる場合も、新規則第６条

第１項第１号ヌ（２）が適用されると

いう理解でよいか（ヌ（２）関係）。

146 「当該顧客等から同法第２条第５項 特定取引を行うに際し、提供を受

に規定する個人番号の提供を受けてい けている必要があります。

る場合に限る」について確認させて頂

きたい。ここでいう「提供」とは、事

前に提供を受けている必要があるのか。

特定取引と同時に提出する場合も許容

されるのか（ヌ（２）関係）。

147 令第７条第１項第１号リに掲げる取 令第７条第１項第１号リに掲げる

引はリスクの高いものも含まれるとこ 取引の場合、特定事業者が提供を受

ろ、新規則第６条１項１号ヌ(２)の趣 けているマイナンバーについて関係

旨は、特定事業者が顧客等から個人番 機関への照会等により正確性が検証

号の提供を受けている場合であれば本 されることが十分に期待できること

人確認書類の原本の送付等まで受ける を踏まえ、新規則第６条第１項第１

必要がないといえることにあると思わ 号ヌ(２)に規定しております。単に

れる。そうであれば、令第７条第１項 特定事業者がマイナンバーの提供を

第１号リに掲げる取引に限らず、国外 受けていることだけを理由として、

送金を行う資金移動業者が顧客から個 同号ヌ(２)と同様の規定を設けるこ

人番号の提供を受けて行う為替取引な とは適当ではないと考えております。

ど、個人番号の提供を受けている他の

取引についても、新規則第６条第１項

第１号ヌ(２)と同様にしていただきた

い（ヌ（２）関係）。

148 名宛人本人等が本人限定受取郵便に そのとおりです。

て郵便等を受け取る場合に、写真付き 例えば、特定事業者において、写

本人確認書類の提示が必要という理解 真付き本人確認書類の提示を必要と

でよいか。 しているサービスを利用することな

また、相違ないということであれば、 どが考えられます。

現行の本人限定受取郵便では受け取る

際に提示する本人確認書類は写真付き

本人確認書類に限定されていないが、

どのように対応すればいいのか（ル関

係）。

149 「差出人の指定した名宛人に代わっ 新規則第６条第１項第１号ルは、

て受け取ることができる者」とは、具 本人限定受取郵便を規定したもので

体的にどのような者を想定しているの あり、御質問については、具体的に
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か。また、この者が受け取りの際に提 特定の者を想定しているわけではあ

示する本人確認書類が自分自身のもの りません。特定事業者は顧客等に対

ではなく名宛人のものであるとすれば、 して取引関係文書を送付しなければ

今回の改正で写真付きのものに限定す ならないところ、当該顧客等には「差

る意義はないのではないか（ル関係）。 出人の指定した名宛人に代わって受

け取ることができる者」も含まれ、

配達業者は当該顧客等からその写真

付き本人確認書類の提示を受けるこ

とが想定されております。

150 新規則第６条第１項第１号リと同様 新規則第６条第１項第１号ルは特

に、同号ルにおいても、写真付き本人 定事業者自身が本人確認書類の提示

確認書類の提示を受ける方法に加えて、 又は送付を受けるものではない例外

二の本人確認書類又は本人確認書類と 的な確認方法であるところ、御質問

補完書類の提示を受ける方法を認めて の方法については、２点の書類相互

いただきたい。 間の整合性の確認等が必要となり、

犯罪収益移転防止法の各種義務が課

せられない配達業者による的確な履

行が担保できないと考えられること

から、認められません。

151 新規則第６条第１項第１号チ及びリ 特定事業者の自主的な取組として

の改正は非対面による本人特定事項の 施行日以前より開始することに問題

確認の方法が厳格化されるものと認識 はありません。また、厳格化される

しているが、かかる方法を施行日であ までの間、現在の方法と、今回新た

る平成32年４月１日より前から開始す に認められたオンラインによる本人

ることも認められるという理解でよい 確認を同時並行で実施することも可

か。 能です。

No． 意見・質問の概要 意見・質問に対する考え方

▼確認記録の作成方法について（新規則第19条第１項第２号関係）

152 新規則第６条第１項第１号チについ 問題ありません。

て、原本１通の送付を受けて本人特定

事項の確認をしても、当該原本は別途

利用する必要があるので、新規則第19

条第１項第２号により確認記録に添付

するものはコピーとしたいが、問題な

いか（ホ関係）。

No． 意見・質問の概要 意見・質問に対する考え方

▼その他

153 新規則第12条第２項を設けた趣旨を 法人の取引担当者（代表者等）と

教示されたい。 顧客等に当たる法人の両方の本人特

定事項の確認が行われることとなり、
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また、法人に係る情報は一般的に自

然人よりも把握しやすいと考えられ

るなど、顧客等が自然人の場合に比

べて不正が行われにくいと考えられ

るためです。

３ その他

命令案の内容に対する御意見ではありませんが、本人確認書類への本人の顔写真の貼付け

を義務付けるべきなどの御意見がありました。頂いた御意見については、今後の参考とさせ

ていただきます。


